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「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に基 

づくデータベースの活用状況等調査の結果を踏まえたデータベース 

の活用徹底について 

このことについて、文部科学省初等中等教育局教育職員政策課から別添のとおり通知

がありましたのでお知らせします。 

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の規定により、教育職員等

を雇用する者は、特定免許状失効者等に関する情報に係るデータベースの活用が義務付

けられているところであり、各学校法人等におかれましては、教育職員等採用時の当該

データベースの活用について、別添の通知等を踏まえ適切に履行いただき、児童生徒性

暴力等の防止に向けた取組を一層進めていただくようお願いいたします。 

【担当】私学振興担当 志和池（しわち） 

電話：019-629-5042 FAX：019-629-5049 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：AH0007@pref.iwate.jp 


